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独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
案
要
綱

第
一

総
則

一

目
的

こ
の
法
律
は
、
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
の
名
称
、
目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
一
条
関
係
）

二

名
称

こ
の
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
独
立
行
政
法
人
の
名
称
は
、
独
立
行
政

法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
関
係
）

三

機
構
の
目
的

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
労
働
者
の
有
す
る
能
力
の
有
効
な
発
揮
及

び
職
業
生
活
の
充
実
を
図
る
た
め
、
雇
用
管
理
の
改
善
に
対
す
る
援
助
、
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
設
置
及
び
運
営
等

の
業
務
を
行
う
と
と
も
に
、
勤
労
者
の
計
画
的
な
財
産
形
成
の
促
進
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
良
好
な
雇
用
の
機
会

の
創
出
そ
の
他
の
雇
用
開
発
、
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
並
び
に
勤
労
者
の
生
活
の
安
定
を
図
り
、
も
っ
て
労
働
者
の



- 2 -

雇
用
の
安
定
そ
の
他
福
祉
の
増
進
と
経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
条
関
係
）

四

事
務
所

機
構
は
、
主
た
る
事
務
所
を
神
奈
川
県
に
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
条
関
係
）

五

資
本
金

機
構
の
資
本
金
に
関
す
る
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
関
係
）

第
二

役
員
及
び
職
員

一

役
員

機
構
に
、
役
員
と
し
て
、
そ
の
長
で
あ
る
理
事
長
及
び
監
事
二
人
を
置
く
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
理
事
五
人
以
内
を

置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
関
係
）

二

役
員
の
任
期

理
事
長
の
任
期
は
四
年
と
し
、
理
事
及
び
監
事
の
任
期
は
二
年
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
条
関
係
）

三

そ
の
他

役
員
の
職
務
及
び
権
限
、
役
員
及
び
職
員
の
秘
密
保
持
義
務
等
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
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第
七
条
、
第
九
条
及
び
第
十
条
関
係
）

第
三

業
務
等

一

業
務
の
範
囲

１

機
構
は
、
第
一
の
三
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
一
条
第
一
項
及
び

第
三
項
関
係
）

労
働
者
の
就
職
、
雇
入
れ
、
配
置
等
に
つ
い
て
の
相
談
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
援
助
を
体
系
的
に
行
う
た
め
の

（１）
施
設
の
設
置
及
び
運
営
を
行
う
こ
と
。

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
就
職
が
困
難
な
者
が
就
職
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の

（２）
援
助
を
行
う
こ
と
。

雇
用
対
策
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
職
業
安
定
機
関
が
労
働
者
の
雇
入
れ
又
は
配
置
そ
の
他
の
雇
用
に
関

（３）
す
る
事
項
に
つ
き
事
業
主
に
対
し
て
行
う
援
助
に
つ
い
て
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
こ
と
。

（４）

建
設
業
の
事
業
主
及
び
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
に
対
し
て
、
労
働
者
の
雇
入
れ
、
配
置
そ
の
他
の
雇
用
管
理
に
関

（５）
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し
必
要
な
知
識
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
研
修
を
行
い
、
及
び
雇
用
管
理
の
改
善
に
つ
い
て
助
言
す
る
こ
と
。

地
域
雇
用
開
発
促
進
法
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
並
び
に
中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
力
の

（６）
確
保
及
び
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
の
た
め
の
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
事
業
を
行
う
こ
と
。

職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
、
職
業
能
力
開
発
大
学
校
、
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
及
び
職
業
能
力
開
発
総

（７）
合
大
学
校
の
設
置
及
び
運
営
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
の

実
施
並
び
に
事
業
主
そ
の
他
の
も
の
の
行
う
職
業
訓
練
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
又
は
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
職
業
訓
練
等
を
受
け
る
者
の
た
め
の
宿
泊
施

（８）
設
の
設
置
及
び
運
営
を
行
う
こ
と
並
び
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
職
業
訓
練
等
を
受
け
る
こ
と
が
困

難
な
者
が
当
該
職
業
訓
練
等
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

労
働
者
の
職
業
生
活
設
計
に
即
し
た
自
発
的
な
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
つ
い
て
の
事
業
主
、
労
働
者
そ
の

（９）
他
の
関
係
者
に
対
す
る
相
談
そ
の
他
の
援
助
並
び
に
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
が
自
ら
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
又
は

職
業
能
力
検
定
を
受
け
る
機
会
を
確
保
す
る
た
め
の
援
助
を
行
う
事
業
主
に
対
す
る
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
十
五
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条
の
三
に
規
定
す
る
必
要
な
助
成
を
行
う
こ
と
。

介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

（10）

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
第
八
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
同
法
第
十
四
条
の
三
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
こ

（11）
と
。勤

労
者
財
産
形
成
促
進
法
第
九
条
第
一
項
各
号
及
び
第
十
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

（12）

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

（13）

（１）

（12）

２

機
構
は
、
１
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ

た
法
人
で
そ
の
業
務
が
国
の
事
務
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
の
委
託
を
受
け
て
、
１
の

又
は

に
掲
げ
る
施
設

（１）

（７）

を
利
用
し
て
、
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
行
う
職
業
訓
練
に
準
ず
る
訓
練
の
実
施
そ
の
他
労
働
者
の
福
祉
を
増
進
す

る
た
め
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
一
条
第
五
項
関
係
）

３

１
の

に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
安
定
し
た
職
業
に
就
い
て
い
る
労
働
者
に
対
し
て
行
う
職
業
訓
練
は
、
真
に
高
度
な

（７）

も
の
で
あ
っ
て
地
方
公
共
団
体
が
運
営
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
又
は
民
間
の
主
体
が
運
営
す
る
職
業
に
関
す
る

教
育
訓
練
施
設
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
一
条
第
六
項
関
係
）
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二

区
分
経
理

機
構
は
、
一
の
１
の

及
び

に
掲
げ
る
業
務
（
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）
に
係
る
経
理
に
つ
い
て
は
、

（11）

（12）

そ
の
他
の
経
理
と
区
分
し
、
特
別
の
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
三
条
関
係
）

三

積
立
金
の
処
分

機
構
の
積
立
金
の
処
分
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
四
条
関
係
）

四

借
入
金
及
び
雇
用
・
能
力
開
発
債
券

機
構
は
、
一
の
１
の

に
掲
げ
る
業
務
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
長
期
借

（12）

入
金
を
し
、
又
は
雇
用
・
能
力
開
発
債
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
借
入
金
及
び
雇
用
・
能

力
開
発
債
券
に
関
す
る
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
関
係
）

第
四

緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
の
厚
生
労
働
大
臣
の
要
求

厚
生
労
働
大
臣
は
、
天
災
の
発
生
、
経
済
事
情
の
急
激
な
変
動
そ
の
他
の
事
情
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
の

雇
入
れ
の
促
進
等
又
は
求
職
者
に
対
す
る
職
業
訓
練
の
実
施
を
緊
急
に
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
機
構
に
対

し
、
第
三
の
一
の
１
の

及
び

に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
求
職
者
に
対
す
る
職
業
訓
練
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と

（３）

（６）
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を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
七
条
第
一
項
関
係
）

第
五

そ
の
他

そ
の
他
機
構
に
関
し
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
六

附
則

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
五
及
び
六
に
つ
い
て
は
平
成
十
六
年
三
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
の
一
部
改
正

雇
用
・
能
力
開
発
機
構
は
、
移
転
就
職
者
の
た
め
の
宿
舎
及
び
労
働
者
の
た
め
の
福
祉
施
設
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
譲

渡
業
務
に
加
え
、
こ
れ
ら
を
出
資
し
又
は
廃
止
す
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
関
係
）

三

雇
用
・
能
力
開
発
機
構
の
解
散
等

雇
用
・
能
力
開
発
機
構
は
、
機
構
の
成
立
の
時
に
お
い
て
解
散
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
権
利
及
び
義
務
の

承
継
等
に
関
す
る
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
条
及
び
第
五
条
関
係
）
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四

業
務
の
特
例
等

機
構
は
、
第
三
の
一
の
業
務
の
ほ
か
、
暫
定
的
に

と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
業
務
の
実

所
要
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る

施
に
伴
う

（
附
則
第
四
条
関
係
）

所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

五

雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
の
廃
止

雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
は
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
を
整
備
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
。
（
附
則
第
六
条
か
ら
第
十
条
ま
で
関
係
）

六

関
係
法
律
の
整
備

関
係
法
律
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
関
係
）


